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告 示

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の３第１項の規定により、次の地区について
道営土地改良事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、平成 年５月 日から 日間、一般の縦覧に供する。
なお、この変更計画については、同条第６項において準用する同法第 条第６項の規定に

基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して 日以内に北海道知事に異議申立てをするこ
とができる。
また、同条第７項の規定による決定に不服がある者は、同条第 項の規定に基づき、北海

道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の取
消しの訴えを提起することができる。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
富 良 野 南 経営体育成基盤整備（農業用用排水、客土、暗きょ） 北海道上川支庁
オホーツク西部 広域営農団地農道整備 北海道網走支庁

北海道告示第 号

次のとおり道営土地改良事業の工事を完了したので、土地改良法（昭和 年法律第
号）第 条の２第３項の規定により公告する。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 完了年月日
田 代 第 ２ 経営体育成基盤整備（農業用用排水、客土） 平成
同 同 （暗きょ） 同
同 同 （区画整理） 同
同 同 （農道） 同
八 白 同 （区画整理、客土、暗きょ） 同
同 同 （農業用用排水） 同
東 大 里 中山間地域総合農地防災（土留工） 同
同 同 （農業用用排水） 同
檜 山 北 中山間地域総合整備（暗きょ） 同
同 同 （農業用用排水、区画整理） 同
天 の 川 同 （農業用用排水、農道） 同
左 股 一般農道整備（過疎基幹） 同

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項の規定により、次のとおり土地改
良事業の工事の完了の届出があった。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
事 業 主 体 名 地 区 名 事 業 の 種 類 完了年月日
ながぬま農業協同組合 舞 鶴 北 基盤整備促進［基盤整備］（暗きょ） 平成
同 新 光 同 同

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成 年５月 日
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北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林の所在場所 古宇郡神恵内村大字赤石村 の１・ （以上２筆について次

の図に示す部分に限る。）、 の１
２ 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
３ 指 定 施 業 要 件

立木の伐採の方法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道後志支庁産
業振興部林務課及び神恵内村役場に備え置いて縦覧に供する。）

農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和 年法律第 号）第 条の３において準用する同法第 条の規定による通知があっ
た。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
上川郡東川町・美瑛町（以上２町国有林。次の図に

示す部分に限る。）、東川町・富良野市（以上１市１
町について次の図に示す部分に限る。）

保安林として指定された目的 水源のかん養
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

次の森林については、主伐は、択伐による。
富良野市・東川町・美瑛町（以上１市２町について次の図に示す部分に限る。）
その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
２ 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
上川郡剣淵町（国有林。次の図に示す部分に限る。）、

東川町・剣淵町・富良野市・勇払郡占冠村（以上１市
２町１村について次の図に示す部分に限る。）

保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

次の森林については、主伐は、択伐による。
富良野市・剣淵町・占冠村（以上１市１町１村について次の図に示す部分に限
る。）、東川町
その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の方法並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
３ 指定施業要件変更予定保安林 富良野市（次の図に示す部分に限る。）

の所在場所
保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 勇払郡厚真町字幌内１の （次の図に示す部分に限

る。）
保安林として指定された目的 水源のかん養
解 除 の 理 由 道路用地及び河川管理施設用地とするため

２ 解除予定保安林の所在場所 勇払郡厚真町字幌内１の （次の図に示す部分に限
る。）

保安林として指定された目的 水源のかん養
解 除 の 理 由 道路用地とするため

３ 解除予定保安林の所在場所 勇払郡厚真町字幌内１の （次の図に示す部分に限
る。）

保安林として指定された目的 公衆の保健
解 除 の 理 由 道路用地及び河川管理施設用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を北海道胆振支庁産業振興部林務課及び厚真町役場に
備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号



北 海 道 公 報 第 号平成 年５月 日（金曜日）

変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 方 法 次のとおりとする。
４ 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
上川郡東川町・美瑛町（以上２町国有林。次の図に
示す部分に限る。）

保安林として指定された目的 公衆の保健
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 方 法 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部

林務局治山課並びに富良野市役所及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。）

て縦覧に供する。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 許可の全部廃業
商 号 又 は 名 称 建 設 業 の 許 可 の 番 号 処分年月日
北海道松下テクニカルサービス株式会社 般 石第 号 平成
北 海 道 道 路 サ ー ビ ス 株 式 会 社 特 石第 号 同
有限会社 北 硝 ガ ラ ス 般 石第 号 同
株式会社 旭 製 作 所 特 石第 号 同
有限会社 春 工 業 般 石第 号 同
株式会社 拝 野 工 業 所 般・特 石第 号 同
有限会社 山 下 板 金 工 業 所 般 石第 号 同
株式会社 マ ル コ ウ ・ ナ ル ミ 土 建 般・特 石第 号 同
有限会社 国 井 工 務 店 般 石第 号 同
太 田 土 建 株 式 会 社 般 石第 号 同
幌 北 物 流 セ ン タ ー 株 式 会 社 般 石第 号 同
土 井 工 業 般 石第 号 同
有限会社 北 村 土 建 般 石第 号 同
今 設 備 工 業 株 式 会 社 般 石第 号 同
山 口 木 材 株 式 会 社 特 石第 号 同
株式会社 サ ン ヨ 北 海 道 般 石第 号 同
吉 野 工 業 株 式 会 社 般 石第 号 同
有限会社 澤 井 ダ ク ト 般 石第 号 同
澤 口 建 設 般 檜第 号 同
江 差 木 工 協 業 組 合 般 檜第 号 同
五 和 管 理 株 式 会 社 般 後第 号 同
株式会社 寿 都 建 設 般 後第 号 同
有限会社 白 木 土 木 般 後第 号 同
株式会社 新 成 産 業 般 空第 号 同
株式会社 佐 藤 建 材 店 般 空第 号 同
青 山 工 務 店 般 空第 号 同
株式会社 永 井 工 業 所 般 上第 号 同
株式会社 シティクリーンサービス 般 上第 号 同
有限会社 木 全 組 般 上第 号 同
株式会社 ユ ニ テ ッ ク 北 土 般・特 上第 号 同

北海道告示第 号

土地収用法（昭和 年法律第 号）第 条第１項ただし書の規定により、次のとおり土
地に立ち入る旨、通知があった。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 起 業 者 の 名 称 国土交通大臣
２ 事 業 の 種 類 一般国道 号改築工事（本岐道路・北海道網走郡津

別町字大昭地内から同町字本岐地内まで）
３ 立ち入ろうとする土地の区域 網走郡津別町字本岐
４ 立 入 期 間 平成 年６月 日から平成 年６月 日まで

北海道告示第 号

建設業法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、次のとおり廃業等の届出
のあった建設業の許可を取り消した。
「次のとおり」は、省略し、その住所等は北海道建設部建設管理局建設情報課に備え置い
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道 北 地 区 建 設 業 協 同 組 合 特 宗第 号 平成
宮 崎 工 業 株 式 会 社 般・特 網第 号 同
有限会社 小 林 建 設 般 網第 号 同
山 川 工 務 店 般 網第 号 同
株式会社 石 設 備 工 業 般 網第 号 同
株式会社 サ ン ・ ホ ー ム 般 網第 号 同
株式会社 大 内 組 特 胆第 号 同
高 橋 組 般 胆第 号 同
有限会社 吉 野 塗 装 店 般 胆第 号 同
新 陽 建 設 株 式 会 社 般 胆第 号 同
新 陽 建 設 株 式 会 社 特 胆第 号 同
有限会社 平 賀 土 木 般 十第 号 同
株式会社 ふ じ け ん 般 十第 号 同
有限会社 共 立 ブ ロ ッ ク 工 業 般 十第 号 同
有限会社 中 鉢 建 設 般 十第 号 同
札 内 コ ン ク リ ー ト 株 式 会 社 般 十第 号 同
森 勝 建 業 株 式 会 社 般 十第 号 同
有限会社 合 同 重 機 般 十第 号 同
株式会社 セ デ ッ ク 般 十第 号 同
有限会社 美 建 コ ー ポ レ ー シ ョ ン 般 十第 号 同
札 内 砕 石 砂 利 株 式 会 社 般 十第 号 同
十 勝 技 建 工 業 株 式 会 社 般・特 十第 号 同
遠 藤 土 建 般 十第 号 同
有限会社 川 村 建 設 般 釧第 号 同
有限会社 神 馬 塗 装 店 般 釧第 号 同
有限会社フィックス・コーポレーション 般 根第 号 同
別 海 水 道 工 事 業 事 業 協 同 組 合 般 根第 号 同

２ 許可の一部廃業
商 号 又 は 名 称 建 設 業 の 許 可 の 番 号 処分年月日
株式会社 伊 勢 工 業 般 石第 号 平成
株式会社 ワ ー ル ド 工 建 般 石第 号 同
株式会社 大 仁 般 石第 号 同
協 和 八 光 建 設 株 式 会 社 特 石第 号 同
株式会社 水 谷 組 般 石第 号 同
株式会社 小 林 プ ラ ン ニ ン グ 般 石第 号 同

北 央 設 備 技 研 株 式 会 社 般 石第 号 同
南 進 建 設 株 式 会 社 般 石第 号 同
株式会社 タ ケ ソ ウ 特 石第 号 同
株式会社 ア ド 建 設 工 業 般 石第 号 同
株式会社 丸 喜 い と う 内 外 装 般 石第 号 同
株式会社 菊 地 組 般 後第 号 同
北 王 建 設 工 業 株 式 会 社 般 空第 号 同
有限会社 中 野 建 設 般 空第 号 同
有限会社 山 水 建 設 工 業 般 空第 号 同
株式会社 タ カ デ ン 般 上第 号 同
大 江 建 設 株 式 会 社 般 上第 号 同
ア イ ベ ツ 住 設 株 式 会 社 般・特 上第 号 同
高 橋 建 設 株 式 会 社 般 上第 号 同
田 屋 土 建 工 業 株 式 会 社 般 留第 号 同
島 田 建 設 株 式 会 社 般 網第 号 同
株式会社 池 知 建 設 般 網第 号 同
土 橋 工 業 株 式 会 社 特 網第 号 同
株式会社 出 田 建 設 特 胆第 号 同
株式会社 広 瀬 建 設 般 胆第 号 同
株式会社 技 研 般 胆第 号 同
大 道 建 設 株 式 会 社 特 十第 号 同
株式会社 三 宮 商 会 般 釧第 号 同
株式会社 日 野 組 般 釧第 号 同
コ ウ ノ ウ 建 設 株 式 会 社 般 釧第 号 同
廣 木 建 設 株 式 会 社 特 根第 号 同

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か
ら２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 路 線 名
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路線名及び縦覧場所 区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
奥 尻 島 線 奥尻郡奥尻町字奥尻 番地先から 前 から ――北海道函館土木現業所 奥尻郡奥尻町字奥尻 番地先まで まで

後 から ――まで
遠 軽 雄 武 線 紋別郡滝上町字サクルー原野 番２地先から 前 から ――北海道網走土木現業所 紋別郡滝上町字サクルー原野 番３地先まで まで

後 から ――まで

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（海岸保全区域の指定）の一部を次のように改正する。
その関係図面は、北海道建設部土木局砂防災害課及び北海道網走土木現業所に備え置いて

縦覧に供する。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
６北見沿岸海岸保全区域の表北見沿岸の 常呂海岸の常呂町の項海岸保全区域の欄の３の

事項中「、字岐阜３番地西角（ 点）」を「、 点から方向角 度 分 秒の方向
メートルの点（ １点）、 １点から方向角２度 分 秒の方向 メート

ルの点（ ２点）、 ２点から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点（ ３
点）、 ３点から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点（ ４点）、 ４
点から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点（ ５点）、 ５点から方向角
度 分 秒の方向 メートルの点（ ６点）、 ６点から方向角 度 分

秒の方向 メートルの点（ ７点）、 ７点から方向角 度 分 秒の方向
メートルの点（ ８点）、 ８点から方向角 度 分 秒の方向 メート

ルの点（ ９点）、 ９点から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点（
点）、 点から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点（ 点）、字岐阜

３番地西角（ 点）」に、「、字栄浦 番地西点（ 点）」を「、 点から方向角 度
分 秒の方向 メートルの点（ １点）、 １点から方向角 度 分 秒の方向

メートルの点（ ２点）、 ２点から方向角 度 分 秒の方向 メー
トルの点（ ３点）、 ３点から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点（
４点）、字栄浦 番地西点（ 点）」に改める。
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